
 

 
 

○
環
境
省
告
示
第
八
十
四
号 

資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
䥹
令
和
七
年
政
令
第
三
号
䥺
第
六

条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
䣍
資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に

基
づ
く
環
境
大
臣
の
定
め
る
熱
分
解
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日 

環
境
大
臣 

石
原 

宏
高 

 
 

資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
基
づ
く
環
境
大
臣
の
定
め

る
熱
分
解
の
方
法 

 

資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
䥹
以
下
䣓
令
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
六

条
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
が
定
め
る
熱
分
解
の
方
法
は
䣍
炭
化
水
素
油
又
は
炭
化
物
を
生
成
す
る
場
合
に
あ

䣬
て
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

一 

排
出
口
以
外
か
ら
処
理
に
伴
䣬
て
生
じ
た
ガ
ス
が
排
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
熱
分
解
を
行
う
こ
と
䣎 

二 

排
出
口
か
ら
処
理
に
伴
䣬
て
生
じ
た
残
さ
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に
熱
分
解
を
行
う
こ
と
䣎 



 

 
 

三 

処
理
に
伴
䣬
て
生
じ
た
ガ
ス
の
う
ち
炭
化
水
素
油
と
し
て
回
収
さ
れ
な
い
ガ
ス
を
燃
焼
さ
せ
る
場
合
䥹
処
理
し

た
産
業
廃
棄
物
䥹
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
䥺
第
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
の
重
量
䣍
生
成
さ
れ
た
炭
化
水
素
油
の
重
量
及

び
処
理
に
伴
䣬
て
生
じ
た
残
さ
の
重
量
を
定
期
的
に
測
定
し
䣍
通
常
の
操
業
状
態
に
お
い
て
生
成
さ
れ
る
炭
化

水
素
油
の
重
量
が
䣍
処
理
し
た
産
業
廃
棄
物
の
重
量
に
対
し
四
十
パ
䤀
セ
ン
ト
以
上
で
あ
り
䣍
か
つ
䣍
処
理
に

伴
䣬
て
生
じ
た
ガ
ス
の
う
ち
炭
化
水
素
油
と
し
て
回
収
さ
れ
な
い
ガ
ス
の
重
量
が
䣍
処
理
し
た
産
業
廃
棄
物
の

重
量
に
対
し
二
十
五
パ
䤀
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
場
合
䥹
再
生
利
用
を
目
的
と
し
て
炭
化
水
素
油
を
生
成
す
る
も

の
に
限
る
䣎
䥺
に
限
る
䣎
䥺
に
あ
䣬
て
は
䣍
排
出
口
か
ら
火
炎
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｄ
八
〇
〇
四
に
定
め
る
汚

染
度
が
二
十
五
パ
䤀
セ
ン
ト
を
超
え
る
黒
煙
が
排
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
䣎 

四 

処
理
に
伴
䣬
て
生
じ
た
ガ
ス
を
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
処
理
し
た
後
䣍
排
出
す
る
こ
と
䣎 

２ 

令
第
六
条
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
が
定
め
る
熱
分
解
の
方
法
は
䣍
前
項
以
外
の
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
同

項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
䣎 

 
 

 

附 
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こ
の
告
示
は
䣍
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 


